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(57)【要約】
【課題】ユーザは冷蔵庫内の食材に対して即座に対処す
ることができ、食材を無駄なく利用することができる食
材位置提示方法及び冷蔵庫を提供する。
【解決手段】食材位置提示方法は、冷蔵庫内の食材を特
定するとともに、冷蔵庫内における食材の位置を特定す
るステップ（Ｓ７，Ｓ８）と、特定された食材に関する
食材情報と、特定された食材の位置を示す位置情報とを
対応付けた在庫情報を記憶するステップ（Ｓ９）と、冷
蔵庫の扉が開かれたことを示す扉開情報を取得するステ
ップ（Ｓ２３）と、扉開情報を取得した際に、在庫情報
に基づいて、ユーザが使用すべき食材を特定し、特定し
た食材を照明するための制御コマンドを生成するステッ
プ（Ｓ２５）と、生成した制御コマンドを冷蔵庫に送信
するステップ（Ｓ２６）とを含む。
【選択図】図６
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　コンピュータを用いて、冷蔵庫内の食材の位置を提示する食材位置提示方法であって、
　前記冷蔵庫内の前記食材を特定するとともに、前記冷蔵庫内における前記食材の位置を
特定し、
　特定された前記食材に関する食材情報と、特定された前記食材の位置を示す位置情報と
を対応付けた在庫情報を記憶し、
　前記冷蔵庫の扉が開かれたことを示す扉開情報を取得し、
　前記扉開情報を取得した際に、前記在庫情報に基づいて、ユーザが使用すべき食材を特
定し、特定した前記食材を照明するための制御コマンドを生成し、
　生成した前記制御コマンドを前記冷蔵庫に送信する、
　食材位置提示方法。
【請求項２】
　前記扉開情報を取得した際に、前記在庫情報に含まれる前記食材情報で示される食材の
使用期限を取得し、
　前記扉開情報を取得した日付と、取得した前記使用期限の日付との差分が、所定の閾値
以下である食材を特定し、特定した前記食材を照明するための制御コマンドを生成する、
　請求項１記載の食材位置提示方法。
【請求項３】
　前記制御コマンドは、特定した前記食材を、前記差分に応じた異なる色の光によって照
明するためのコマンドを含む、
　請求項２記載の食材位置提示方法。
【請求項４】
　前記扉開情報を取得した際に、前記在庫情報に含まれる前記食材情報で示される食材の
中から、所定の料理に使用される少なくとも１つの食材を特定し、特定した前記少なくと
も１つの食材を照明するための制御コマンドを生成する、
　請求項１記載の食材位置提示方法。
【請求項５】
　前記制御コマンドは、特定した前記食材の位置を他の食材の位置と異なる色の光で照射
するように前記冷蔵庫内に備えられた光源を制御するコマンドを含む、
　請求項１～４のいずれか１項に記載の食材位置提示方法。
【請求項６】
　前記冷蔵庫の前記食材が載置される載置部は、複数の領域に分割され、分割された前記
複数の領域のそれぞれに載置された前記食材は、前記冷蔵庫内に備えられた複数の光源に
より照明され、
　前記制御コマンドは、特定した前記食材の位置に対応する前記領域上の前記食材に光を
照射するように前記複数の光源を制御するコマンドを含む、
　請求項１～５のいずれか１項に記載の食材位置提示方法。
【請求項７】
　前記冷蔵庫内に備えられた撮像装置によって撮像された庫内の画像を取得し、
　取得された前記画像に基づいて前記食材の位置を推定することで、前記食材の位置を特
定する、
　請求項１～６のいずれか１項に記載の食材位置提示方法。
【請求項８】
　前記冷蔵庫内に入れられる前記食材が撮像装置によって撮影され、撮影された前記冷蔵
庫内に入れられる前記食材の軌道から前記冷蔵庫内における前記食材の位置を推定するこ
とで、前記食材の位置を特定する、
　請求項１～６のいずれか１項に記載の食材位置提示方法。
【請求項９】
　前記冷蔵庫内の前記食材が載置される載置部に設けられた重量センサによって検出され
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た重量データに基づいて前記食材の位置を推定することで、前記食材の位置を特定する、
　請求項１～６のいずれか１項に記載の食材位置提示方法。
【請求項１０】
　前記食材に付されたバーコード、カラーコード又は二次元コードが読取装置で読み取ら
れることによって前記食材を特定する、
　請求項１～９のいずれか１項に記載の食材位置提示方法。
【請求項１１】
　前記食材に付されたＲＦＩＤ（Ｒａｄｉｏ　Ｆｒｅｑｕｅｎｃｙ　Ｉｄｅｎｔｉｆｉｅ
ｒ）タグに記憶されている前記食材に関する情報が、前記冷蔵庫に備えられたＲＦＩＤリ
ーダで読み取られることによって前記食材を特定する、
　請求項１～９のいずれか１項に記載の食材位置提示方法。
【請求項１２】
　食材の位置を提示する冷蔵庫であって、
　前記冷蔵庫内の前記食材を特定するとともに、前記冷蔵庫内における前記食材の位置を
特定する特定部と、
　前記特定部によって特定された前記食材に関する食材情報と、前記特定部によって特定
された前記食材の位置を示す位置情報とを対応付けた在庫情報を記憶する記憶部と、
　前記冷蔵庫の扉が開かれたことを検知する扉開検知部と、
　光を照射する複数の光源と、
　前記扉開検知部によって前記扉が開かれたことが検知された際に、前記在庫情報に基づ
いて、ユーザが使用すべき食材を特定し、特定した前記食材を照明するように前記複数の
光源の点灯を制御する制御部と、
　を備える冷蔵庫。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本開示は、冷蔵庫内の食材の位置を提示する食材位置提示方法、及び食材の位置を提示
する冷蔵庫に関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　従来、冷蔵庫内の食材を適切に管理する技術が望まれている。例えば、冷蔵庫内の食材
の有無がユーザに提示されることにより、ユーザが食材を買い忘れたり、買いすぎたりす
るのを防止することができる。また、例えば、冷蔵庫内の食材の消費期限がユーザに提示
されることにより、ユーザは、消費期限が過ぎる前に食材を使用することができる。
【０００３】
　例えば、従来、冷蔵庫内に設けられたカメラにより庫内を撮影し、撮影した画像をスマ
ートフォンに送信する冷蔵庫が開発されている。この場合、ユーザは、スマートフォンに
送られた冷蔵庫内の画像を外出先で確認することができ、食材を重複して買うのを防止す
ることができる。
【０００４】
　また、例えば、特許文献１では、食料品データ（例えば、食料品名、賞味期限など）を
読取部で読み取り、この食料品を載置部に置いたときに、この載置部の重量増加変化を重
量検知部で検出し、どの場所に載置されたかを演算部で計算し、これら食料品データ、重
量データ及び位置データを記憶部で記憶し、この各データを表示部で表示している。
【０００５】
　さらに、例えば、特許文献２では、冷蔵庫は、上下方向に並べて設けた食品を載置する
複数の棚と、該棚を有する冷蔵室と、棚の前端よりも手前側で上部中央よりに設けた温度
検知手段とを備え、該温度検知手段は、食品温度と使用者の体温との変曲点温度を検知し
て、食品の棚への載置位置及び温度を特定している。
【先行技術文献】
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【特許文献】
【０００６】
【特許文献１】特開２００２－３０３４７９号公報
【特許文献２】特開２０１１－１５８２３３号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００７】
　しかしながら、従来の技術では、冷蔵庫内の食材に関する情報は、スマートフォン又は
冷蔵庫の前面に設けられた表示部に表示され、実際の食材と離れた場所でユーザに提示さ
れる。そのため、ユーザは、冷蔵庫内の食材を直ちに利用することができない。例えば、
消費期限が近い食材に関する情報がスマートフォンに表示されたとしても、当該食材がユ
ーザの目の前にあるわけではない。そのため、ユーザはその食材を利用することを忘れて
しまい、消費期限が過ぎる前に食材を使用することができないおそれがある。
【０００８】
　本開示は、上記の問題を解決するためになされたもので、ユーザは冷蔵庫内の食材に対
して即座に対処することができ、食材を無駄なく利用することができる食材位置提示方法
及び冷蔵庫を提供することを目的とするものである。
【課題を解決するための手段】
【０００９】
　本開示の一局面に係る食材位置提示方法は、コンピュータを用いて、冷蔵庫内の食材の
位置を提示する食材位置提示方法であって、前記冷蔵庫内の前記食材を特定するとともに
、前記冷蔵庫内における前記食材の位置を特定し、特定された前記食材に関する食材情報
と、特定された前記食材の位置を示す位置情報とを対応付けた在庫情報を記憶し、前記冷
蔵庫の扉が開かれたことを示す扉開情報を取得し、前記扉開情報を取得した際に、前記在
庫情報に基づいて、ユーザが使用すべき食材を特定し、特定した前記食材を照明するため
の制御コマンドを生成し、生成した前記制御コマンドを前記冷蔵庫に送信する。
【発明の効果】
【００１０】
　本開示によれば、冷蔵庫の扉が開けられた際に、冷蔵庫内のユーザが使用すべき食材が
照明されるので、ユーザは冷蔵庫内の食材に対して即座に対処することができ、食材を無
駄なく利用することができる。
【図面の簡単な説明】
【００１１】
【図１】本開示の実施の形態１に係る食材位置提示システムの構成を示す図である。
【図２】本実施の形態１において、庫内に設けられたカメラによって庫内の食材の位置を
特定する方法について説明するための模式図である。
【図３】本実施の形態１において、庫外に設けられたカメラによって庫内の食材の位置を
特定する方法について説明するための模式図である。
【図４】本実施の形態１における複数の光源の配置例について説明するための模式図であ
る。
【図５】本実施の形態１における食材位置提示システムの在庫情報を記録する動作につい
て説明するためのフローチャートである。
【図６】本実施の形態１における食材位置提示システムの特定の食材を照明する動作につ
いて説明するためのフローチャートである。
【図７】本実施の形態１において、使用期限に応じて食材を照明する例について説明する
ための模式図である。
【図８】本開示の実施の形態１の変形例に係る食材位置提示システムの構成を示す図であ
る。
【図９】本実施の形態１の変形例において、ユーザが作る料理のレシピに応じて食材を照
明する例について説明するための模式図である。
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【図１０】本開示の実施の形態２に係る冷蔵庫の構成を示す図である。
【図１１】本実施の形態２における冷蔵庫の在庫情報を記録する動作について説明するた
めのフローチャートである。
【図１２】本実施の形態２における冷蔵庫の特定の食材を照明する動作について説明する
ためのフローチャートである。
【発明を実施するための形態】
【００１２】
　上記の課題を解決すべく本開示の一局面に係る食材位置提示方法は、コンピュータを用
いて、冷蔵庫内の食材の位置を提示する食材位置提示方法であって、前記冷蔵庫内の前記
食材を特定するとともに、前記冷蔵庫内における前記食材の位置を特定し、特定された前
記食材に関する食材情報と、特定された前記食材の位置を示す位置情報とを対応付けた在
庫情報を記憶し、前記冷蔵庫の扉が開かれたことを示す扉開情報を取得し、前記扉開情報
を取得した際に、前記在庫情報に基づいて、ユーザが使用すべき食材を特定し、特定した
前記食材を照明するための制御コマンドを生成し、生成した前記制御コマンドを前記冷蔵
庫に送信する。
【００１３】
　この構成によれば、冷蔵庫内の食材が特定されるとともに、冷蔵庫内における食材の位
置が特定される。特定された食材に関する食材情報と、特定された食材の位置を示す位置
情報とを対応付けた在庫情報が記憶される。冷蔵庫の扉が開かれたことを示す扉開情報が
取得される。扉開情報が取得された際に、在庫情報に基づいて、ユーザが使用すべき食材
が特定され、特定された食材を照明するための制御コマンドが生成される。生成された制
御コマンドは冷蔵庫に送信される。
【００１４】
　したがって、冷蔵庫の扉が開けられた際に、冷蔵庫内のユーザが使用すべき食材が照明
されるので、ユーザは冷蔵庫内の食材に対して即座に対処することができ、食材を無駄な
く利用することができる。
【００１５】
　また、上記の食材位置提示方法において、前記扉開情報を取得した際に、前記在庫情報
に含まれる前記食材情報で示される食材の使用期限を取得し、前記扉開情報を取得した日
付と、取得した前記使用期限の日付との差分が、所定の閾値以下である食材を特定し、特
定した前記食材を照明するための制御コマンドを生成してもよい。
【００１６】
　この構成によれば、扉開情報が取得された際に、在庫情報に含まれる食材情報で示され
る食材の使用期限が取得される。扉開情報を取得した日付と、取得した使用期限の日付と
の差分が、所定の閾値以下である食材が特定され、特定された食材を照明するための制御
コマンドが生成される。
【００１７】
　したがって、扉開情報を取得した日付と使用期限の日付との差分が、所定の閾値以下で
ある食材が特定され、特定された食材が照明されるので、使用期限が近づいている食材を
ユーザに提示することができ、食材を無駄なく利用することができる。
【００１８】
　また、上記の食材位置提示方法において、前記制御コマンドは、特定した前記食材を、
前記差分に応じた異なる色の光によって照明するためのコマンドを含んでもよい。
【００１９】
　この構成によれば、制御コマンドは、特定した食材を、差分に応じた異なる色の光によ
って照明するためのコマンドを含む。したがって、扉開情報を取得した日付と使用期限の
日付との差分に応じた異なる色の光で食材が照明されるので、使用期限が近づいている食
材をより分かり易くユーザに提示することができる。
【００２０】
　また、上記の食材位置提示方法において、前記扉開情報を取得した際に、前記在庫情報
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に含まれる前記食材情報で示される食材の中から、所定の料理に使用される少なくとも１
つの食材を特定し、特定した前記少なくとも１つの食材を照明するための制御コマンドを
生成してもよい。
【００２１】
　この構成によれば、扉開情報が取得された際に、在庫情報に含まれる食材情報で示され
る食材の中から、所定の料理に使用される少なくとも１つの食材が特定され、特定された
少なくとも１つの食材を照明するための制御コマンドが生成される。
【００２２】
　したがって、所定の料理に使用される少なくとも１つの食材が特定され、特定された少
なくとも１つの食材が照明されるので、ユーザは、冷蔵庫の扉を開けた際に、所定の料理
に使用される少なくとも１つの食材を容易に選択することができる。
【００２３】
　また、上記の食材位置提示方法において、前記制御コマンドは、特定した前記食材の位
置を他の食材の位置と異なる色の光で照射するように前記冷蔵庫内に備えられた光源を制
御するコマンドを含んでもよい。
【００２４】
　この構成によれば、ユーザが使用すべき食材が、他の食材とは異なる色の光で照射され
るので、ユーザは冷蔵庫内の食材のうち、即座に対処すべき食材を容易に見つけることが
できる。
【００２５】
　また、上記の食材位置提示方法において、前記冷蔵庫の前記食材が載置される載置部は
、複数の領域に分割され、分割された前記複数の領域のそれぞれに載置された前記食材は
、前記冷蔵庫内に備えられた複数の光源により照明され、前記制御コマンドは、特定した
前記食材の位置に対応する前記領域上の前記食材に光を照射するように前記複数の光源を
制御するコマンドを含んでもよい。
【００２６】
　この構成によれば、冷蔵庫の食材が載置される載置部は、複数の領域に分割され、分割
された複数の領域のそれぞれに載置された食材は、冷蔵庫内に備えられた複数の光源によ
り照明される。特定された食材の位置に対応する領域上の食材に光を照射するように複数
の光源が制御される。
【００２７】
　したがって、冷蔵庫の食材が載置される載置部の分割された複数の領域のそれぞれに載
置された食材は、複数の光源により照明されるので、特定の食材に光を容易に照射するこ
とができる。
【００２８】
　また、上記の食材位置提示方法において、前記冷蔵庫内に備えられた撮像装置によって
撮像された庫内の画像を取得し、取得された前記画像に基づいて前記食材の位置を推定す
ることで、前記食材の位置を特定してもよい。
【００２９】
　この構成によれば、冷蔵庫内に備えられた撮像装置によって撮像された庫内の画像が取
得され、取得された画像に基づいて食材の位置が推定されることで、食材の位置が特定さ
れるので、新たに載置された食材の位置を容易に特定することができる。
【００３０】
　また、上記の食材位置提示方法において、前記冷蔵庫内に入れられる前記食材が撮像装
置によって撮影され、撮影された前記冷蔵庫内に入れられる前記食材の軌道から前記冷蔵
庫内における前記食材の位置を推定することで、前記食材の位置を特定してもよい。
【００３１】
　この構成によれば、冷蔵庫内に入れられる食材が撮像装置によって撮影され、撮影され
た冷蔵庫内に入れられる食材の軌道から冷蔵庫内における食材の位置が推定されることで
、食材の位置が特定されるので、新たに載置された食材の位置を容易に特定することがで
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きる。
【００３２】
　また、上記の食材位置提示方法において、前記冷蔵庫内の前記食材が載置される載置部
に設けられた重量センサによって検出された重量データに基づいて前記食材の位置を推定
することで、前記食材の位置を特定してもよい。
【００３３】
　この構成によれば、冷蔵庫内の食材が載置される載置部に設けられた重量センサによっ
て検出された重量データに基づいて食材の位置が推定されることで、食材の位置が特定さ
れるので、新たに載置された食材の位置を容易に特定することができる。
【００３４】
　また、上記の食材位置提示方法において、前記食材に付されたバーコード、カラーコー
ド又は二次元コードが読取装置で読み取られることによって前記食材を特定してもよい。
【００３５】
　この構成によれば、食材に付されたバーコード、カラーコード又は二次元コードが読取
装置で読み取られることによって食材が特定されるので、新たに載置された食材を容易に
特定することができる。
【００３６】
　また、上記の食材位置提示方法において、前記食材に付されたＲＦＩＤ（Ｒａｄｉｏ　
Ｆｒｅｑｕｅｎｃｙ　Ｉｄｅｎｔｉｆｉｅｒ）タグに記憶されている前記食材に関する情
報が、前記冷蔵庫に備えられたＲＦＩＤリーダで読み取られることによって前記食材を特
定してもよい。
【００３７】
　この構成によれば、食材に付されたＲＦＩＤタグに記憶されている食材に関する情報が
、冷蔵庫に備えられたＲＦＩＤリーダで読み取られることによって食材が特定されるので
、新たに載置された食材を容易に特定することができる。
【００３８】
　また、本開示の他の局面に係る冷蔵庫は、食材の位置を提示する冷蔵庫であって、前記
冷蔵庫内の前記食材を特定するとともに、前記冷蔵庫内における前記食材の位置を特定す
る特定部と、前記特定部によって特定された前記食材に関する食材情報と、前記特定部に
よって特定された前記食材の位置を示す位置情報とを対応付けた在庫情報を記憶する記憶
部と、前記冷蔵庫の扉が開かれたことを検知する扉開検知部と、光を照射する複数の光源
と、前記扉開検知部によって前記扉が開かれたことが検知された際に、前記在庫情報に基
づいて、ユーザが使用すべき食材を特定し、特定した前記食材を照明するように前記複数
の光源の点灯を制御する制御部と、を備える。
【００３９】
　この構成によれば、冷蔵庫内の食材が特定されるとともに、冷蔵庫内における食材の位
置が特定される。特定された食材に関する食材情報と、特定された食材の位置を示す位置
情報とを対応付けた在庫情報が記憶される。冷蔵庫の扉が開かれたことが検知される。扉
が開かれたことが検知された際に、在庫情報に基づいて、ユーザが使用すべき食材が特定
され、特定された食材を照明するように複数の光源の点灯が制御される。
【００４０】
　したがって、冷蔵庫の扉が開けられた際に、冷蔵庫内のユーザが使用すべき食材が照明
されるので、ユーザは冷蔵庫内の食材に対して即座に対処することができ、食材を無駄な
く利用することができる。
【００４１】
　以下添付図面を参照しながら、本開示の実施の形態について説明する。なお、以下の実
施の形態は、本開示を具体化した一例であって、本開示の技術的範囲を限定するものでは
ない。
【００４２】
　（実施の形態１）
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　図１は、本開示の実施の形態１に係る食材位置提示システムの構成を示す図である。図
１に示す食材位置提示システムは、サーバ１及び冷蔵庫２を備える。サーバ１と冷蔵庫２
とは、ネットワーク３を介して互いに通信可能に接続されている。なお、ネットワーク３
は、例えばインターネットである。
【００４３】
　サーバ１は、通信部１０１、特定部１０２、在庫情報記憶部１０３及び制御コマンド生
成部１０４を備える。
【００４４】
　通信部１０１は、冷蔵庫２へ種々の情報を送信するとともに、冷蔵庫２から種々の情報
を受信する。通信部１０１は、冷蔵庫２内に備えられたカメラ（撮像装置）によって撮像
された撮像画像を取得する。すなわち、通信部１０１は、冷蔵庫２によって送信された、
庫内を撮像した撮像画像を受信する。また、通信部１０１は、冷蔵庫２によって送信され
た、冷蔵庫２の扉が開かれたことを示す扉開情報を取得する。
【００４５】
　特定部１０２は、冷蔵庫２に載置された食材を特定するとともに、冷蔵庫内における食
材の位置を特定する。特定部１０２は、食材名特定部１０５及び格納位置特定部１０６を
備える。
【００４６】
　食材名特定部１０５は、通信部１０１によって取得された撮像画像から食材名を特定す
る。食材の表面には、バーコード、二次元コード又はカラーコードが付されている。二次
元コードは、例えばＱＲコード（登録商標）である。カラーコードは、赤色、青色及び黄
色などの複数の色の配列により表される情報である。食材名特定部１０５は、撮像画像に
含まれるバーコード、二次元コード又はカラーコードを読み取り、読み取ったバーコード
情報、二次元コード情報又はカラーコード情報に対応付けられている食材名を食材名デー
タベースから取得する。
【００４７】
　食材名データベース（不図示）は、バーコード情報、二次元コード情報又はカラーコー
ド情報と、食材名とを対応付けたテーブルを記憶している。なお、サーバ１が食材名デー
タベースを備えてもよいし、外部サーバが食材名データベースを備えてもよい。このよう
に、食材名特定部１０５は、食材に付されたバーコード、カラーコード又は二次元コード
が読取装置（カメラ）で読み取られることによって食材を特定する。
【００４８】
　なお、バーコード、二次元コード又はカラーコードは、予めパッケージに印刷されてい
てもよい。また、野菜などの包装されていない食材、及びパッケージにバーコード、二次
元コード又はカラーコードが印刷されていない食材には、ユーザにより印刷されたバーコ
ード、二次元コード又はカラーコードが貼り付けられる。ユーザにより印刷されたバーコ
ード、二次元コード又はカラーコードには、食材に関する情報、例えば、食材名及び食材
の製造番号が埋め込まれている。
【００４９】
　また、食材名は、食材の名称だけではなく、食材の種類、食材の製品名、又は食材の製
品番号を含んでもよい。
【００５０】
　また、食材名データベースは、カメラで撮像された食材のパッケージ画像と、食材名と
を対応付けたテーブルを記憶してもよい。この場合、食材名特定部１０５は、画像認識を
行い、撮像画像に含まれるパッケージ画像に対応付けられている食材名を食材名データベ
ースから取得する。
【００５１】
　また、食材名特定部１０５は、食材に付されたＲＦＩＤ（Ｒａｄｉｏ　Ｆｒｅｑｕｅｎ
ｃｙ　Ｉｄｅｎｔｉｆｉｅｒ）タグに記憶されている食材に関する情報が、冷蔵庫２に備
えられたＲＦＩＤリーダで読み取られることによって食材を特定してもよい。すなわち、
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ＲＦＩＤタグが食材に付されていてもよい。ＲＦＩＤタグは、食材に関する情報、例えば
、食材名及び食材の製造番号などを記憶しており、ＲＦＩＤリーダは、食材に関する情報
をＲＦＩＤタグから読み取る。読み取られた食材に関する情報は、サーバ１へ送信される
。
【００５２】
　格納位置特定部１０６は、通信部１０１によって取得された撮像画像に基づいて冷蔵庫
２内における食材の位置を推定することで、食材の位置を特定する。例えば、食材の表面
には、タグが付されており、格納位置特定部１０６は、撮像画像からタグの位置を検出し
、冷蔵庫２内の奥行き方向をｘ軸とし、幅方向をｙ軸とし、高さ方向をｚ軸とする３次元
座標空間における食材の座標位置（ｘ，ｙ，ｚ）を推定する。
【００５３】
　在庫情報記憶部１０３は、食材名特定部１０５によって特定された食材に関する食材情
報と、格納位置特定部１０６によって特定された食材の位置を示す位置情報とを対応付け
た在庫情報を記憶する。なお、在庫情報記憶部１０３は、在庫情報に対応付けて冷蔵庫２
の機種を示す機種情報を記憶してもよい。なお、食材情報は、食材名だけでなく、食材を
一意に識別するための製品番号を含んでもよい。
【００５４】
　制御コマンド生成部１０４は、冷蔵庫２から扉開情報を取得した際に、在庫情報に基づ
いて、ユーザが使用すべき食材を特定し、特定した食材を照明するための制御コマンドを
生成する。制御コマンド生成部１０４は、ユーザが使用すべき食材を特定し、特定した食
材に対応付けられている位置情報を在庫情報記憶部１０３から取得する。制御コマンド生
成部１０４は、冷蔵庫２の機種情報から冷蔵庫２の複数の光源の配置状態を取得し、在庫
情報記憶部１０３から取得した位置情報に対応する光源を特定し、特定した光源を点灯さ
せる制御コマンドを生成する。通信部１０１は、制御コマンドを冷蔵庫２に送信する。
【００５５】
　なお、制御コマンド生成部１０４は、ユーザが使用すべき食材が複数存在する場合、複
数の光源を点灯させる制御コマンドを生成する。また、制御コマンド生成部１０４は、光
源から出射する光の色を特定してもよく、制御コマンドは、点灯させる光源の色を含んで
もよい。
【００５６】
　また、制御コマンド生成部１０４は、扉開情報を取得した際に、在庫情報に含まれる食
材情報で示される食材の使用期限を外部サーバから取得する。なお、使用期限は、賞味期
限又は消費期限であってもよい。また、外部サーバは、食材名と、食材の使用期限とを対
応付けた使用期限データベースを記憶している。制御コマンド生成部１０４は、扉開情報
を取得した日付と、取得した使用期限の日付との差分が、所定の閾値以下である食材を特
定し、特定した食材を照明するための制御コマンドを生成する。所定の閾値は、例えば、
１週間である。つまり、制御コマンド生成部１０４は、冷蔵庫２内の食材のうち、１週間
以内に使用期限が切れる食材を特定する。
【００５７】
　なお、サーバ１が使用期限データベースを記憶してもよい。また、食材が野菜又は果物
などのような生鮮食品である場合、使用期限データベースは、当該生鮮食品の一般的な使
用期限を、当該生鮮食品の名称に対応付けて記憶してもよい。また、食材が加工食品であ
る場合、使用期限データベースは、当該加工食品の製造番号と、当該加工食品の使用期限
とを対応付けて記憶してもよい。
【００５８】
　制御コマンドは、特定した食材を、差分に応じた異なる色の光によって照明するための
コマンドを含んでもよい。本実施の形態では、制御コマンド生成部１０４は、扉開情報を
取得した日付と、取得した使用期限の日付との差分が、所定の閾値以下である食材を特定
しているが、本開示は特にこれに限定されず、制御コマンド生成部１０４は、扉開情報を
取得した日付と、取得した使用期限の日付との差分が、第１の閾値以下である食材を特定
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し、特定した第１の閾値以下である食材のうち、差分が、第１の閾値よりも小さい第２の
閾値以下である食材を特定してもよい。第１の閾値は、例えば、１週間であり、第２の閾
値は、例えば、３日である。そして、制御コマンド生成部１０４は、差分が、第１の閾値
以下であり、且つ第２の閾値より大きい食材を第１の色（例えば、緑色）の光で照明し、
差分が、第２の閾値以下である食材を第１の色とは異なる第２の色（例えば、赤色）の光
で照明する制御コマンドを生成してもよい。
【００５９】
　また、制御コマンド生成部１０４は、冷蔵庫２から扉開情報を取得した際に、制御コマ
ンドを生成しているが、本開示は特にこれに限定されず、冷蔵庫２は、冷蔵庫２の前に存
在するユーザを検知し、検知した検知情報をサーバ１へ送信し、制御コマンド生成部１０
４は、冷蔵庫２から検知情報を取得した際に、制御コマンドを生成してもよい。
【００６０】
　冷蔵庫２は、扉開閉検知部２０１、庫内情報取得部２０２、通信部２０３、制御部２０
４及び複数の光源２０５を備える。
【００６１】
　扉開閉検知部２０１は、冷蔵庫２の前面に設けられた扉が開かれたことを検知するとと
ともに、扉が閉じられたことを検知する。
【００６２】
　庫内情報取得部２０２は、例えば、カメラを含み、庫内を撮像し、撮像画像を取得する
。庫内情報取得部２０２は、扉開閉検知部２０１によって扉が閉じられたことが検知され
ると、庫内を撮像し、撮像画像を取得する。
【００６３】
　ここで、本実施の形態１において、庫内に設けられたカメラによって庫内を撮像する方
法について説明する。
【００６４】
　図２は、本実施の形態１において、庫内に設けられたカメラによって庫内の食材の位置
を特定する方法について説明するための模式図である。
【００６５】
　図２に示すカメラ４０１及びカメラ４０２は、庫内情報取得部２０２の一例である。カ
メラ４０１は、庫内に設けられた棚の上方から撮像し、カメラ４０２は、棚の側方から撮
像する。なお、カメラ４０１及びカメラ４０２は、棚毎に設けられてもよく、カメラ４０
１及びカメラ４０２の一方のみが設けられていてもよい。
【００６６】
　食材５０１の表面には、タグ５０２が付されている。格納位置特定部１０６は、カメラ
４０１及びカメラ４０２から取得された撮像画像に含まれるタグ５０２を認識し、認識し
たタグ５０２の冷蔵庫内における座標位置を推定する。
【００６７】
　図３は、本実施の形態１において、庫外に設けられたカメラによって庫内の食材の位置
を特定する方法について説明するための模式図である。
【００６８】
　図３に示すカメラ４０３及びカメラ４０４は、庫内情報取得部２０２の一例である。カ
メラ４０３は、扉が開けられた冷蔵庫２の前面の上辺に設けられ、冷蔵庫２内に入れられ
る食材を上方から撮像し、カメラ４０２は、扉が開けられた冷蔵庫２の前面の下辺に設け
られ、冷蔵庫２内に入れられる食材を下方から撮像する。
【００６９】
　食材５０１の表面には、タグ５０２が付されている。格納位置特定部１０６は、カメラ
４０３及びカメラ４０４から取得された撮像画像に含まれるタグ５０２を認識し、撮影さ
れた冷蔵庫２内に入れられる食材５０１（タグ５０２）の軌道から冷蔵庫２内における食
材の位置を推定することで、食材の位置を特定する。すなわち、格納位置特定部１０６は
、タグ５０２がどのような軌道を描いて冷蔵庫２内に入れられたかを検知することにより
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、タグ５０２の冷蔵庫内における座標位置を推定する。
【００７０】
　なお、本実施の形態１では、サーバ１が格納位置特定部１０６を備えているが、本開示
は特にこれに限定されず、冷蔵庫２が格納位置特定部１０６を備えてもよく、冷蔵庫２は
、特定した食材の位置をサーバ１へ送信してもよい。
【００７１】
　また、本実施の形態１において、庫内情報取得部２０２は、食材が載置される載置部に
設けられ、重量を検出する重量センサを含んでもよい。制御コマンド生成部１０４は、重
量センサによって検出された重量データに基づいて食材の位置を推定することで、食材の
位置を特定してもよい。つまり、食材が載置されると、当該食材が載置された位置の重量
が変化するため、重量が変化した位置を検出することで、食材が載置された位置を推定す
ることができる。
【００７２】
　また、本実施の形態１において、庫内情報取得部２０２は、食材が載置される載置部に
設けられ、温度を検出する温度センサを含んでもよい。制御コマンド生成部１０４は、温
度センサによって検出された温度データに基づいて食材の位置を推定することで、食材の
位置を特定してもよい。つまり、食材が載置されると、当該食材が載置された位置の温度
が変化するため、温度が変化した位置を検出することで、食材が載置された位置を推定す
ることができる。
【００７３】
　通信部２０３は、サーバ１へ種々の情報を送信するとともに、サーバ１から種々の情報
を受信する。通信部２０３は、庫内情報取得部２０２によって撮像された撮像画像をサー
バ１へ送信する。また、通信部２０３は、扉開閉検知部２０１によって扉が開けられたこ
とが検知されると、冷蔵庫２の扉が開かれたことを示す扉開情報をサーバ１へ送信する。
また、通信部２０３は、サーバ１によって送信された制御コマンドを受信する。
【００７４】
　制御部２０４は、通信部２０３によって受信された制御コマンドに基づいて、複数の光
源２０５のそれぞれの点灯を制御する。
【００７５】
　複数の光源２０５は、例えば、ＬＥＤ（Ｌｉｇｈｔ　Ｅｍｉｔｔｉｎｇ　Ｄｉｏｄｅ）
であり、光を照射する。複数の光源２０５は、冷蔵庫２内に設けられた食材を載置する載
置部（棚）の上面に埋め込まれ、載置された食材に対して下方から光を照射する。また、
複数の光源２０５は、冷蔵庫２の扉の内側に設けられた食材を収納する収納ポケットの前
面に埋め込まれてもよい。
【００７６】
　図４は、本実施の形態１における複数の光源の配置例について説明するための模式図で
ある。
【００７７】
　図４に示すように、冷蔵庫２は、庫内に食材を載置する載置部（棚）６０１を備える。
また、冷蔵庫２は、扉の内側に食材を収納する収納ポケット６０３を備える。なお、冷蔵
庫２は、複数の載置部６０１及び複数の収納ポケット６０３を備えてもよい。
【００７８】
　載置部６０１の上面は、格子状に複数の領域に分割されており、各領域に光源２０５が
配置されている。また、収納ポケット６０３の前面は、縞状に複数の領域に分割されてお
り、各領域に光源２０５が配置されている。複数の光源２０５は、それぞれ独立して点灯
させることが可能である。また、複数の光源２０５は、それぞれ複数の色の光を照射する
ことが可能である。
【００７９】
　このように、冷蔵庫２の食材が載置される棚は、複数の領域に分割され、分割された複
数の領域のそれぞれに載置された食材は、複数の光源２０５のそれぞれにより照明される
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。制御コマンドは、特定した食材の位置に対応する領域上の食材に光を照射するように複
数の光源２０５を制御するコマンドを含む。
【００８０】
　なお、本実施の形態１では、複数の光源２０５は、下方から食材に光を照射しているが
、本開示は特にこれに限定されず、複数の光源２０５は、上方から食材に光を照射しても
よい。この場合、冷蔵庫２は、第１の載置部と、第１の載置部の下方に配置された第２の
載置部とを備え、第１の載置部の下面は、格子状に複数の領域に分割されており、各領域
に光源２０５が配置されている。第１の載置部の下面に配置された複数の光源２０５は、
第２の載置部の上面に向かって光を照射する。これにより、第２の載置部の上面に載置さ
れた食材に光が照射される。このとき、制御コマンドは、特定した食材の位置に光を照射
するように光源２０５を制御するコマンドを含む。また、制御コマンドは、特定した食材
の位置を他の食材の位置と異なる色の光で照射するように光源２０５を制御するコマンド
を含んでもよい。
【００８１】
　また、複数の光源２０５は、収納ポケット６０３の前面に配置されるのではなく、収納
ポケット６０３の内部に配置されてもよい。
【００８２】
　また、冷蔵庫２は、第１の載置部の下面を移動可能な１つの光源を備えてもよい。この
場合、制御部２０４は、光源を第２の載置部の上面に載置された食材の上方に移動させ、
第２の載置部の上面に載置された食材に光を照射してもよい。
【００８３】
　続いて、本実施の形態１における食材位置提示システムの動作について説明する。
【００８４】
　図５は、本実施の形態１における食材位置提示システムの在庫情報を記録する動作につ
いて説明するためのフローチャートである。
【００８５】
　まず、ステップＳ１において、冷蔵庫２の扉開閉検知部２０１は、冷蔵庫２の前面に設
けられた扉が閉じられたことを検知する。
【００８６】
　次に、ステップＳ２において、庫内情報取得部２０２は、庫内に設けられたカメラを起
動する。
【００８７】
　次に、ステップＳ３において、庫内情報取得部２０２は、庫内を撮像する。なお、棚毎
に複数のカメラが設けられている場合、各カメラから庫内の画像を取得する。
【００８８】
　次に、ステップＳ４において、庫内情報取得部２０２は、庫内に設けられたカメラによ
る撮像を終了する。
【００８９】
　次にステップＳ５において、通信部２０３は、庫内情報取得部２０２によって取得され
た庫内を撮像した撮像画像をサーバ１へ送信する。なお、撮像画像は、静止画であっても
、動画（複数の静止画）であってもよい。また、通信部２０３は、冷蔵庫２を識別するた
めの機器識別情報、又は冷蔵庫２を使用するユーザを識別するためのユーザ識別情報を撮
像画像に付加して送信してもよい。
【００９０】
　次に、ステップＳ６において、サーバ１の通信部１０１は、冷蔵庫２によって送信され
た撮像画像を受信する。
【００９１】
　次に、ステップＳ７において、食材名特定部１０５は、通信部１０１によって取得され
た撮像画像から、新たに載置された食材の食材名を特定する。なお、新たに載置された食
材であるか否かの判断は、今回取得した撮像画像と、前回取得した撮像画像とを比較する
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ことにより判断することができる。食材の表面には、カラーコードが付されている。食材
名特定部１０５は、撮像画像に含まれるカラーコードを読み取り、読み取ったカラーコー
ド情報に対応付けられている食材名を食材名データベースから取得する。
【００９２】
　このとき、食材名特定部１０５は、通信部１０１によって取得された撮像画像から、庫
内から取り出された食材の食材名を特定してもよい。なお、庫内から取り出された食材で
あるか否かの判断は、今回取得した撮像画像と、前回取得した撮像画像とを比較すること
により判断することができる。
【００９３】
　次に、ステップＳ８において、格納位置特定部１０６は、通信部１０１によって取得さ
れた撮像画像に基づいて、冷蔵庫２内に新たに載置された食材の格納位置を特定する。１
つの棚を少なくとも２つのカメラにより撮像することにより、冷蔵庫２内のどの位置に食
材が存在するかを概ね推定することができる。
【００９４】
　このとき、格納位置特定部１０６は、通信部１０１によって取得された撮像画像に基づ
いて、庫内から取り出された食材の格納位置を特定してもよい。
【００９５】
　次に、ステップＳ９において、在庫情報記憶部１０３は、食材名特定部１０５によって
特定された新たに載置された食材の食材名と、格納位置特定部１０６によって特定された
新たに載置された食材の格納位置とを関連付けた在庫情報を記憶する。このとき、在庫情
報記憶部１０３は、食材名特定部１０５によって特定された庫内から取り出された食材の
食材名と、格納位置特定部１０６によって特定された庫内から取り出された食材の格納位
置とを関連付けた在庫情報を削除してもよい。
【００９６】
　なお、食材名特定部１０５は、庫内に新たに載置された食材の食材名、及び庫内から取
り出された食材の食材名を特定するのではなく、庫内に載置されている全ての食材の食材
名を特定してもよい。また、格納位置特定部１０６は、庫内に新たに載置された食材の格
納位置、及び庫内から取り出された食材の格納位置を特定するのではなく、庫内に載置さ
れている全ての食材の格納位置を特定してもよい。そして、在庫情報記憶部１０３は、食
材名特定部１０５によって特定された全ての食材の食材名と、格納位置特定部１０６によ
って特定された全ての食材の格納位置とを関連付けた在庫情報を記憶する。これにより、
在庫情報記憶部１０３に記憶されている在庫情報が更新されることになる。
【００９７】
　図６は、本実施の形態１における食材位置提示システムの特定の食材を照明する動作に
ついて説明するためのフローチャートである。
【００９８】
　まず、ステップＳ２１において、冷蔵庫２の扉開閉検知部２０１は、冷蔵庫２の前面に
設けられた扉が開けられたことを検知する。
【００９９】
　次に、ステップＳ２２において、通信部２０３は、冷蔵庫２の扉が開けられたことを示
す扉開情報をサーバ１へ送信する。
【０１００】
　次に、ステップＳ２３において、サーバ１の通信部１０１は、冷蔵庫２によって送信さ
れた扉開情報を受信する。
【０１０１】
　次に、ステップＳ２４において、制御コマンド生成部１０４は、冷蔵庫２内にユーザが
使用すべき食材があるか否かを判断する。このとき、制御コマンド生成部１０４は、在庫
情報記憶部１０３に記憶されている在庫情報に含まれる食材名で示される食材の使用期限
を外部サーバから取得する。そして、制御コマンド生成部１０４は、扉開情報を取得した
日付と、外部サーバから取得した使用期限の日付との差分が、所定の閾値以下であるか否
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かを判断する。制御コマンド生成部１０４は、差分が所定の閾値以下である場合、ユーザ
が使用すべき食材があると判断し、差分が所定の閾値より大きい場合、ユーザが使用すべ
き食材がないと判断する。ここで、ユーザが使用すべき食材がないと判断された場合（ス
テップＳ２４でＮＯ）、処理を終了する。
【０１０２】
　一方、ユーザが使用すべき食材があると判断された場合（ステップＳ２４でＹＥＳ）、
ステップＳ２５において、制御コマンド生成部１０４は、ユーザが使用すべき食材を照明
するための制御コマンドを生成する。このとき、制御コマンド生成部１０４は、ユーザが
使用すべき食材に対応付けられている位置情報を在庫情報記憶部１０３から取得する。そ
して、制御コマンド生成部１０４は、冷蔵庫２の機種情報から冷蔵庫２の複数の光源の配
置状態を取得し、在庫情報記憶部１０３から取得した位置情報に対応する光源を特定し、
特定した光源を点灯させる制御コマンドを生成する。
【０１０３】
　次に、ステップＳ２６において、通信部１０１は、制御コマンド生成部１０４によって
生成された制御コマンドを冷蔵庫２へ送信する。
【０１０４】
　次に、ステップＳ２７において、冷蔵庫２の通信部２０３は、サーバ１によって送信さ
れた制御コマンドを受信する。
【０１０５】
　次に、ステップＳ２８において、制御部２０４は、通信部２０３によって受信された制
御コマンドに基づいて、複数の光源２０５の点灯を制御する。すなわち、制御コマンドは
、複数の光源２０５のうち、どの光源を点灯させるかについての情報を含む。制御部２０
４は、制御コマンドによって示される光源を点灯させる。なお、制御コマンドは、光源を
点灯させる色についての情報を含んでもよい。この場合、制御部２０４は、制御コマンド
によって示される光源を、制御コマンドによって示される色で点灯させる。
【０１０６】
　図７は、本実施の形態１において、使用期限に応じて食材を照明する例について説明す
るための模式図である。
【０１０７】
　図７に示すように、冷蔵庫２には、食材７０１と、食材７０２が載置されている。食材
７０１は、使用期限まで残り１日であり、食材７０２は、使用期限まで残り６日である。
【０１０８】
　この場合、制御コマンド生成部１０４は、扉開情報を取得した日付と、取得した使用期
限の日付との差分が、第１の閾値以下である食材を特定する。そして、制御コマンド生成
部１０４は、特定した第１の閾値以下である食材のうち、差分が、第１の閾値よりも小さ
い第２の閾値以下である食材を特定する。第１の閾値は、例えば、１週間であり、第２の
閾値は、例えば、３日である。そして、制御コマンド生成部１０４は、差分が、第１の閾
値以下であり、且つ第２の閾値より大きい食材を第１の色（例えば、緑色）の光で照明し
、差分が、第２の閾値以下である食材を第１の色とは異なる第２の色（例えば、赤色）の
光で照明する制御コマンドを生成する。
【０１０９】
　したがって、食材７０１は、使用期限まで残り１日であるので、赤色の光７０３で照明
され、食材７０２は、使用期限まで残り６日であるので、緑色の光７０４で照明される。
【０１１０】
　このように、ユーザは、照明される光の色を確認することで、食材の使用期限を確認す
ることができる。
【０１１１】
　なお、本実施の形態１では、使用期限に応じて食材を照明しているが、本開示は特にこ
れに限定されず、優先的に使用すべき食材を照明してもよい。例えば、使用頻度に応じて
食材を照明してもよく、使用頻度の少ない食材を照明することで、使用頻度の少ない食材
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の使用を促すことができる。この場合、食材が取り出されずに載置されている期間が在庫
情報記憶部１０３に記憶され、この食材が取り出されずに載置されている期間が所定の閾
値以上であるか否かが判断される。
【０１１２】
　また、例えば、食材を最もおいしく食べることができる日付に応じて食材を照明しても
よい。制御コマンド生成部１０４は、扉開情報を取得した日付が、最もおいしく食べるこ
とができる日付である食材を特定し、特定した食材を青色の光で照明する制御コマンドを
生成する。
【０１１３】
　また、制御コマンド生成部１０４は、使用期限を過ぎた食材が存在する場合、当該使用
期限を過ぎた食材を赤色の点滅する光で照明する制御コマンドを生成してもよい。
【０１１４】
　また、在庫情報記憶部１０３は、食材が冷蔵庫内に載置された日付を記憶してもよく、
制御コマンド生成部１０４は、冷蔵庫内に載置されてから所定の期間を経過した食材を特
定し、特定した食材を照明する制御コマンドを生成してもよい。
【０１１５】
　さらに、本実施の形態１では、使用期限に応じて食材を照明しているが、本開示は特に
これに限定されず、ユーザが作る料理のレシピに応じて食材を照明してもよい。以下、ユ
ーザが作る料理のレシピに応じて食材を照明する本実施の形態１の変形例について説明す
る。
【０１１６】
　図８は、本開示の実施の形態１の変形例に係る食材位置提示システムの構成を示す図で
ある。図８に示す食材位置提示システムは、サーバ１、冷蔵庫２及び情報端末４を備える
。なお、図８に示す食材位置提示システムにおいて、図１に示す食材位置提示システムと
同じ構成については同じ符号を付し、説明を省略する。
【０１１７】
　情報端末４は、例えば、スマートフォン、タブレット型コンピュータ又はパーソナルコ
ンピュータであり、サーバ１とネットワーク３を介して互いに通信可能に接続される。
【０１１８】
　情報端末４は、複数の料理のレシピを選択可能に表示する。なお、複数の料理のレシピ
に関する情報は、サーバ１又はサーバ１とは異なる外部サーバから受信される。また、情
報端末４は、表示した複数のレシピに対するユーザの選択を受け付ける。情報端末４は、
ユーザによって選択されたレシピを示すレシピ情報をサーバ１へ送信する。
【０１１９】
　サーバ１の通信部１０１は、情報端末４によって送信されたレシピ情報を受信する。
【０１２０】
　制御コマンド生成部１０４は、冷蔵庫２から扉開情報を取得した際に、在庫情報に基づ
いて、ユーザが使用すべき食材を特定し、特定した食材を照明するための制御コマンドを
生成する。
【０１２１】
　ここで、制御コマンド生成部１０４は、扉開情報を取得した際に、在庫情報に含まれる
食材情報（食材名）で示される食材の中から、所定の料理に使用される少なくとも１つの
食材を特定し、特定した少なくとも１つの食材を照明するための制御コマンドを生成する
。通信部１０１は、制御コマンド生成部１０４によって生成された制御コマンドを冷蔵庫
２に送信する。
【０１２２】
　なお、レシピ情報は、当該レシピで使用する少なくとも１つの食材名を含んでもよい。
この場合、制御コマンド生成部１０４は、在庫情報に含まれる食材情報（食材名）で示さ
れる食材の中から、レシピ情報に含まれる少なくとも１つの食材を特定する。
【０１２３】
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　また、サーバ１は、レシピを識別するレシピ識別情報と、当該レシピに使用される食材
とを対応付けて記憶してもよく、レシピ情報は、レシピを識別するレシピ識別情報を含ん
でもよい。この場合、制御コマンド生成部１０４は、在庫情報に含まれる食材情報（食材
名）で示される食材の中から、レシピ情報に含まれるレシピ識別情報に対応付けられる少
なくとも１つの食材を特定する。
【０１２４】
　図９は、本実施の形態１の変形例において、ユーザが作る料理のレシピに応じて食材を
照明する例について説明するための模式図である。
【０１２５】
　図９に示すように、冷蔵庫２には、食材８０１と、食材８０２と、食材８０３とが載置
されている。食材８０１～８０３は、同一の料理のレシピに使用される食材である。
【０１２６】
　この場合、情報端末４は、ユーザによって選択されたレシピを示すレシピ情報をサーバ
１へ送信する。制御コマンド生成部１０４は、レシピ情報を受信した後、扉開情報を取得
した際に、在庫情報に含まれる食材情報（食材名）で示される食材の中から、レシピ情報
で示されるレシピに使用される少なくとも１つの食材を特定し、特定した少なくとも１つ
の食材を照明するための制御コマンドを生成する。
【０１２７】
　食材８０１～８０３は、同一の料理のレシピに使用される食材であるので、食材８０１
～８０３には、それぞれ同じ色の光８０４，８０５，８０６が照射される
　このように、ユーザは、所定の料理を作る際に、照明される食材を確認することで、所
定の料理で使用する食材を容易に特定することができる。
【０１２８】
　なお、本実施の形態１の変形例では、同一の料理のレシピに使用される食材に対して同
一の色の光を照射しているが、本開示は特にこれに限定されず、調理手順に応じて点灯さ
せる順番を変更させたり、調理手順に応じて異なる色の光を照射させたりしてもよい。
【０１２９】
　また、本実施の形態１の冷蔵庫２は、食材の使用期限をユーザに提示するモードと、所
定の料理に応じた食材をユーザに提示するモードとのユーザによる選択を受け付け、選択
されたモードに切り替えてもよい。
【０１３０】
　（実施の形態２）
　続いて、本開示の実施の形態２における冷蔵庫について説明する。実施の形態２におけ
る冷蔵庫は、実施の形態１における食材位置提示システムが備える冷蔵庫２及びサーバ１
の機能を有する。
【０１３１】
　図１０は、本開示の実施の形態２に係る冷蔵庫の構成を示す図である。図１０に示す冷
蔵庫２１は、扉開閉検知部２１１、庫内情報取得部２１２、特定部２１３、在庫情報記憶
部２１４、制御部２１５及び複数の光源２１６を備える。
【０１３２】
　扉開閉検知部２１１の構成は、図１に示す扉開閉検知部２０１の構成と同じである。庫
内情報取得部２１２の構成は、図１に示す庫内情報取得部２０２の構成と同じである。
【０１３３】
　特定部２１３は、冷蔵庫２１に載置された食材を特定するとともに、冷蔵庫内における
食材の位置を特定する。特定部２１３は、食材名特定部２１７及び格納位置特定部２１８
を備える。
【０１３４】
　食材名特定部２１７は、庫内情報取得部２１２によって取得された撮像画像から食材名
を特定する。なお、食材名特定部２１７の構成は、図１に示す食材名特定部１０５の構成
と同じである。
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【０１３５】
　格納位置特定部２１８は、庫内情報取得部２１２によって取得された撮像画像に基づい
て冷蔵庫２１内における食材の位置を推定することで、食材の位置を特定する。なお、格
納位置特定部２１８の構成は、図１に示す格納位置特定部１０６の構成と同じである。
【０１３６】
　在庫情報記憶部２１４の構成は、図１に示す在庫情報記憶部１０３の構成と同じである
。
【０１３７】
　制御部２１５は、扉開閉検知部２１１によって扉が開かれたことが検知された際に、在
庫情報に基づいて、ユーザが使用すべき食材を特定し、特定した食材を照明するように複
数の光源２１６の点灯を制御する。
【０１３８】
　制御部２１５は、ユーザが使用すべき食材を特定し、特定した食材に対応付けられてい
る位置情報を在庫情報記憶部２１４から取得する。制御部２１５は、予め記憶されている
冷蔵庫２１の複数の光源２１６の配置状態を取得し、在庫情報記憶部２１４から取得した
位置情報に対応する光源を特定し、特定した光源を点灯させる。
【０１３９】
　図１１は、本実施の形態２における冷蔵庫の在庫情報を記録する動作について説明する
ためのフローチャートである。
【０１４０】
　ステップＳ４１～ステップＳ４４の処理は、図５に示すステップＳ１～ステップＳ４の
処理と同じである。
【０１４１】
　次に、ステップＳ４５において、食材名特定部２１７は、庫内情報取得部２１２によっ
て取得された撮像画像から、新たに載置された食材の食材名を特定する。なお、新たに載
置された食材であるか否かの判断は、今回取得した撮像画像と、前回取得した撮像画像と
を比較することにより判断することができる。食材の表面には、カラーコードが付されて
いる。食材名特定部２１７は、撮像画像に含まれるカラーコードを読み取り、読み取った
カラーコード情報に対応付けられている食材名を食材名データベースから取得する。
【０１４２】
　このとき、食材名特定部２１７は、庫内情報取得部２１２によって取得された撮像画像
から、庫内から取り出された食材の食材名を特定してもよい。なお、庫内から取り出され
た食材であるか否かの判断は、今回取得した撮像画像と、前回取得した撮像画像とを比較
することにより判断することができる。
【０１４３】
　次に、ステップＳ４６において、格納位置特定部２１８は、庫内情報取得部２１２によ
って取得された撮像画像に基づいて、冷蔵庫２１内に新たに載置された食材の格納位置を
特定する。１つの棚を少なくとも２つのカメラにより撮像することにより、冷蔵庫２１内
のどの位置に食材が存在するかを概ね推定することができる。
【０１４４】
　このとき、格納位置特定部２１８は、庫内情報取得部２１２によって取得された撮像画
像に基づいて、庫内から取り出された食材の格納位置を推定することで、食材の位置を特
定してもよい。
【０１４５】
　ステップＳ４７の処理は、図５に示すステップＳ９の処理と同じである。
【０１４６】
　なお、食材名特定部２１７は、庫内に新たに載置された食材の食材名、及び庫内から取
り出された食材の食材名を特定するのではなく、庫内に載置されている全ての食材の食材
名を特定してもよい。また、格納位置特定部２１８は、庫内に新たに載置された食材の格
納位置、及び庫内から取り出された食材の格納位置を特定するのではなく、庫内に載置さ
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れている全ての食材の格納位置を特定してもよい。そして、在庫情報記憶部２１４は、食
材名特定部２１７によって特定された全ての食材の食材名と、格納位置特定部２１８によ
って特定された全ての食材の格納位置とを関連付けた在庫情報を記憶する。これにより、
在庫情報記憶部２１４に記憶されている在庫情報が更新されることになる。
【０１４７】
　図１２は、本実施の形態２における冷蔵庫の特定の食材を照明する動作について説明す
るためのフローチャートである。
【０１４８】
　ステップＳ５１の処理は、図６に示すステップＳ２１の処理と同じである。
【０１４９】
　次に、ステップＳ５２において、制御部２１５は、冷蔵庫２１内にユーザが使用すべき
食材があるか否かを判断する。このとき、制御部２１５は、在庫情報記憶部２１４に記憶
されている在庫情報に含まれる食材名で示される食材の使用期限を外部サーバから取得す
る。そして、制御部２１５は、扉開情報を取得した日付と、外部サーバから取得した使用
期限の日付との差分が、所定の閾値以下であるか否かを判断する。制御部２１５は、差分
が所定の閾値以下である場合、ユーザが使用すべき食材があると判断し、差分が所定の閾
値より大きい場合、ユーザが使用すべき食材がないと判断する。ここで、ユーザが使用す
べき食材がないと判断された場合（ステップＳ５２でＮＯ）、処理を終了する。
【０１５０】
　一方、ユーザが使用すべき食材があると判断された場合（ステップＳ５２でＹＥＳ）、
ステップＳ５３において、制御部２１５は、ユーザが使用すべき食材を照明するために、
複数の光源２１６の点灯を制御する。このとき、制御部２１５は、ユーザが使用すべき食
材に対応付けられている位置情報を在庫情報記憶部２１４から取得する。そして、制御部
２１５は、冷蔵庫２１の複数の光源２１６の配置状態を取得し、在庫情報記憶部２１４か
ら取得した位置情報に対応する光源を特定し、特定した光源を点灯させる。
【産業上の利用可能性】
【０１５１】
　本開示に係る食材位置提示方法及び冷蔵庫は、冷蔵庫内の食材に対して即座に対処する
ことができ、食材を無駄なく利用することができ、冷蔵庫内の食材の位置を提示する食材
位置提示方法及び冷蔵庫として有用である。
【符号の説明】
【０１５２】
　１　　サーバ
　２，２１　　冷蔵庫
　３　　ネットワーク
　４　　情報端末
　１０１　　通信部
　１０２　　特定部
　１０３　　在庫情報記憶部
　１０４　　制御コマンド生成部
　１０５　　食材名特定部
　１０６　　格納位置特定部
　２０１　　扉開閉検知部
　２０２　　庫内情報取得部
　２０３　　通信部
　２０４　　制御部
　２０５　　複数の光源
　２１１　　扉開閉検知部
　２１２　　庫内情報取得部
　２１３　　特定部
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　２１４　　在庫情報記憶部
　２１５　　制御部
　２１６　　複数の光源
　２１７　　食材名特定部
　２１８　　格納位置特定部

【図１】 【図２】
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【図３】 【図４】

【図５】 【図６】
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【図７】 【図８】

【図９】 【図１０】
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【図１１】 【図１２】
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